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八
千
代
市
第
２
次
健
康
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
改
訂
版
・

い
の
ち
支
え
る
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
を
策
定
し
ま
し
た

　
八
千
代
市
第
２
次
健
康
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
は
、
健
康
増
進
法
に
基
づ
き
、

25
年
度
～
34
年
度
を
計
画
期
間
と
し
た
市
民
の
生
涯
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り
の

た
め
の
基
本
計
画
で
す
。
中
間
評
価
の
結
果
と
健
康
づ
く
り
を
取
り
巻
く
社
会

状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
30
年
度
～
34
年
度
の
方
向
性
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
八
千
代
市
い
の
ち
支
え
る
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
は
、
自
殺
対
策
基
本

法
に
基
づ
き
、
30
年
度
～
34
年
度
を
計
画
期
間
と
す
る
自
殺
対
策
の
施
策
を
示

す
計
画
で
、
第
２
次
健
康
ま
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
改
訂
版
と
一
体
的
に
推
進
す
る

も
の
と
し
て
策
定
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
計
画
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
役
所
1
階
法
務
課
情
報
公
開
班
、

図
書
館
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

︵
健
康
づ
く
り
課
︶

観
光
ガ
イ
ド
ア
プ
リ
「
コ
コ
シ
ル
や
ち
よ
」
に

あ
な
た
の
お
店
の
情
報
を
載
せ
ま
せ
ん
か

　
市
内
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
や
グ
ル
メ
情
報
を
提
供
す
る
、
観
光
ガ
イ
ド
ア
プ
リ

﹁
コ
コ
シ
ル
や
ち
よ
﹂
に
掲
載
す
る
店
舗
な
ど
を
募
集
し
ま
す
。

　
▼
対
象　
市
内
の
飲
食
店
、
喫
茶
店
、
菓
子
店
、
土
産
物
店
、
観
光
・
体
験

施
設
な
ど　
▼
掲
載
内
容　
店
舗
の
紹
介
、
外
観
や
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
の
画
像
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
リ
ン
ク　
▼
登
録
要
件　
①
市
内
に
店
舗
な
ど

が
あ
る　
②
法
人
な
ど
に
国
税
、
都
道
府
県
税
、
市
区
町
村
税
の
滞
納
が
な

い　
③
八
千
代
市
暴
力
団
排
除
条
例
第
９
条
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
な
ど
や
暴

力
団
密
接
関
係
者
で
な
い　
▼
登
録
費
用　
無
料　
▼
申
請
方
法　
申
請
書
類

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
〒
２
７
６

−

８
５
０
１
市
役
所
観
光
推
進
室
へ
郵
送

か
持
参
、ま
た
は
メ
ー
ル
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。募
集
要
項
と
申
請
書
類
は
、

観
光
推
進
室
の
窓
口
で
配
布
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。
掲
載
枠
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す 

︵
観
光
推
進
室
︶

障
害
と
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
に
対
す
る
理
解
啓
発
講
演
会

　
第
一
部
﹁
障
害
者
差
別
解
消
法
に
お
け
る
具
体
的
事
例
の
紹
介
～
他
者
に
理

解
さ
れ
に
く
い
障
害
に
対
す
る
相
談
や
具
体
的
配
慮
～
﹂、
第
二
部
﹁
多
様
性
を

認
め
、
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
社
会
づ
く
り
～
20
人
に
１
人
は
い
る
か
も
し

れ
な
い
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
～
﹂
を
テ
ー
マ
に
講
演
会
を
行
い
ま
す
。
社
会
の
中
で
理
解

を
得
ら
れ
に
く
い
た
め
に
、
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る
人
へ
の
支
援
を
行
っ

て
い
る
人
か
ら
話
を
聞
き
ま
す
。
先
着
60
人
。

　
▼
日
時　
３
月
４
日
㈪
午
後
２
時
～
４
時
︵
午
後
１
時
30
分
か
ら
受
け
付

け
︶　
▼
場
所　
福
祉
セ
ン
タ
ー
４
階　
▼
申
し
込
み　
氏
名

︵
匿
名
で
も
申
し
込
め
ま
す
︶、
電
話
番
号
を
電
話
で
障
害
者

支
援
課
へ
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ︵
下
の
コ
ー
ド
︶か
ら
電
子
申

請
も
で
き
ま
す
。 

︵
障
害
者
支
援
課
︶

八
千
代
歌
壇
と
や
ち
よ
川
柳
の
作
品

　
毎
月
15
日
号
の
広
報
や
ち
よ
に
掲
載
し
て
い
る
八
千
代
歌
壇
と
、
や
ち
よ

川
柳
の
作
品
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。は
が
き
に
、未
発
表
の
短
歌︵
三
首
ま

で
︶ま
た
は
川
柳︵
二
句
ま
で
︶、住
所
、氏
名
を
書
き
、〒
２
７
６

−

８
５
０
１

市
役
所
広
報
広
聴
課
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
締
め
切
り
は
毎
月
月
末
で
す
。

相談場所は市内に２か所 
訪問も行っています
　仕事、家計、ひきこもりなど、生活するうえ
で次のような悩みや問題を抱えていませんか。
○仕事が続かない
○なかなか仕事が見つからない
○離職して家賃が払えない
○家計のやりくりが大変
○市民税、国保料などの支払いが困難
○家族がひきこもっている
　相談支援員が専門機関と一緒に、悩みごとを
確認・整理しながら、解決・改善に向けて寄り
添いながら支援していきます。福祉総合相談室

とくらしサポートチームふらっとでは、窓口や
電話での相談はもちろん、来られない人には訪
問して相談を行っています。

支援計画の作成や 
関係機関との連絡調整も
　就労・心身の状況、地域社会との関係性、そ
のほかの事情で、経済的に困り最低限度の生活
を維持できなくなるおそれがある人（生活困窮
者）からの相談も受けています。
　抱えている課題を一緒に確認・整理し、内容
によっては、自立相談支援事業として、支援計
画（プラン）の作成や関係機関との連絡調整な
どを行います。
　家計改善支援事業としては、早期の生活再生
を支援します。家計状況を見える化して根本的
な課題を把握し、自分で家計を管理できるよう
に、家計再生プランの作成や相談支援、必要に
応じて貸し付けのあっせんなどを行います。
　また、離職などにより住居を失った人や失う
おそれがある人には、就職に向けた活動をする
ことなどを条件に、一定期間の家賃相当額とし

て住居確保給付金を支給します。主な支給要件
は、65歳未満で離職などから２年以内で、離職
前に主な生計者であったことや、ハローワーク
に求職の申し込みをして安定した仕事に就くこ
とを目指して求職活動を行っていることです。
収入額や預金額などの要件もありますので、福
祉総合相談室かくらしサポートチームふらっと
に問い合わせてください。

　福祉総合相談室と、くらしサポートチームふらっとでは、自立相
談支援事業・住居確保給付金・家計改善支援事業を実施しています。
困りごとがある人やどこに相談したらよいかわからない人も、ひと
りで抱え込まずに相談してください。
　お問い合わせは、福祉総合相談室 483-1151（代表）へ。

ひとりで抱え込まずに相談を
あなたに寄り添って支援します

【相談できる場所】
名 称 場 所 連 絡 先

福祉総合相談室
（健康福祉課内） 市役所２階 483-1151

483-2665
くらしサポート
チームふらっと

（市社会福祉協議会）

福祉センター
１階

483-3021
483-3083

相談者に寄り添いながら継続的に支援します

❶相談
　直接または電話で福祉
総合相談室か、くらしサ
ポートチームふらっとへ。
場合によっては、訪問相
談も行いますので気軽に
相談してください。

❷課題を一緒に整理
　複合的な問題が重なり、
解決しにくいことがありま
す。専門の相談員と一緒に、
悩みや問題を確認・整理し
て支援計画（プラン）を作
成します。

❸支援の実施
　支援計画に基づいて、解決・
改善に向けて支援します。他の
制度が活用できるのか検討し、
適切な部署へつなぐなど、自立
に向けて専門機関と一緒に取り
組みます。

【自立相談支援の流れ】

成年後見制度を利用して 
権利を守りましょう

　成年後見制度は、家庭裁判所で選ばれた後見
人などが、本人の利益を考えながら代理で契約
などの法律行為を行ったり、財産管理をしたり
することで、認知症、知的障害、精神障害によ
って物事を判断する能力が十分でない人の権利
を守る制度です。
　「認知症の親族を悪徳商法から守りたい」「精
神障害により財産管理や処分が難しい」「自分
の死後、知的障害を持つ子の生活や財産の管理
を誰かに任せたい」など、困っていることや不
安なことはありませんか。
　市社会福祉協議会後見支援センターでは、市
の委託により成年後見制度に関わる相談をお受
けしています。制度の説明や専門的な助言・指
導、対象者の状況を把握して必要な手続きの支
援をしているほか、この制度を周知するために
講演会も行っています。また、必要に応じて後
見人を受任しています。
　電話や窓口だけでなく訪問での相談も行って
います。詳しくは、福祉センター３階にある後
見支援センター 483-3021 486-9787に問い
合わせてください。


